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議案第６号 

 

   令和６年度三田市一般会計予算                                           

 

 令和６年度三田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,867,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 

債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方 

 法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金）                                                     

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用）                                                   

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり 

 と定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の 

流用 

 

  令和６年２月１９日提出 

 

                                           三田市長 田 村  克 也   
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(単位：千円）

令 和 7 年 度
か ら

令 和 8 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 11 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

- 7 -

   7  8  ,  1  4  7 

   1  9  ,  9  0  0 

第　２　表　　　債　　務　　負　　担　　行　　為

事 項 期 間 限度額

健 康 診 断 等 業 務 委 託 費    3  4  ,  4  0  0 

公 共 施 設 包 括 管 理 業 務 運 営 費

フ ラ ワ ー タ ウ ン 駅 前 倉 庫 解 体 工 事 費

現 三 田 市 民 病 院 跡 地 活 用 事 業 者 選 定 業 務 委 託 費

住 民 ・ 税 情 報 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 更 新 費

 1  ,  4  2  3  ,  0  0  0 

   6  9  ,  0  6  0 

令 和 7 年 度

令 和 7 年 度

令 和 7 年 度

     4  ,  5  1  9 
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(単位：千円）

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

  4  8  4  ,  8  0  0 

    1  9  ,  6  4  2 

    1  7  ,  1  9  9 

    2  7  ,  3  1  5 

    4  2  ,  9  5  9 

固 定 資 産 評 価 業 務 委 託 費

事 項 限度額

 6  1  6 令 和 7 年 度

期 間

フ ラ ワ ー タ ウ ン 市 民 セ ン タ ー 改 修 工 事 費

市 税 当 初 課 税 業 務 費

固 定 資 産 評 価 シ ス テ ム 改 修 費

戸 籍 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

障 害 者 福 祉 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

令 和 7 年 度

令 和 7 年 度

令 和 7 年 度

令 和 7 年 度



(単位：千円）

令 和 6 年 度
か ら

令 和 9 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

- 9 -

   3  3  ,  7  3  1 

     8  ,  6  4  4 

     7  ,  4  5  6 

 7  3  0 

 1  2  0  ,  8  0  0 

限度額

     6  ,  3  8  9 

事 項 期 間

令 和 7 年 度

令 和 7 年 度

令 和 7 年 度

駅 前 子 育 て 交 流 ひ ろ ば 運 営 費

放 課 後 児 童 ク ラ ブ 指 定 管 理 費

児 童 手 当 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

児 童 扶 養 手 当 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

子 ど も 子 育 て 支 援 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

生 活 保 護 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

令 和 7 年 度
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(単位：千円）

令 和 6 年 度
か ら

令 和 9 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

休 日 応 急 診 療 セ ン タ ー 医 療 事 務 委 託 費    4  4  ,  7  4  6 

肝 炎 ウ イ ル ス 検 診 事 務 費

歯 科 口 腔 健 診 事 務 費

後 期 高 齢 者 基 本 健 診 事 務 費

健 康 管 理 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費

女 性 ガ ン 検 診 事 務 費

限度額

   2  7  ,  1  5  8 

     2  ,  0  3  5 

  5  4  5 

     1  ,  0  6  5 

     1  ,  2  2  5 

期 間事 項

令 和 7 年 度



(単位：千円）

令 和 7 年 度
か ら

令 和 8 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 11 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 9 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 7 年 度
か ら

令 和 8 年 度
ま で

- 11 -

 1  4  8  ,  0  0  0 

 2  5  7  ,  5  0  0 

8  7  0 

指 定 ご み 袋 安 定 供 給 事 業 費

家 庭 系 一 般 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託 費

水 路 清 掃 業 務 委 託 費

道 路 ・ 公 園 ・ 環 境 パ ト ロ ー ル 業 務 委 託 費

山 桜 の 苗 づ く り 事 業 費

事 項 期 間 限度額

   9  6  ,  0  0  0 

   1  8  ,  0  0  0 

 9  3  6  ,  5  4  0 

聖 苑 指 定 管 理 費
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(単位：千円）

令 和 7 年 度
か ら

令 和 9 年 度
ま で

令 和 7 年 度
か ら

令 和 8 年 度
ま で

令 和 7 年 度
か ら

令 和 13 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 9 年 度
ま で

有 料 公 園 管 理 運 営 費
( 城 山 公 園 体 育 館 空 調 設 置 分 ）

駒 ケ 谷 体 育 館 改 修 工 事 費

消 防 指 令 シ ス テ ム 導 入 支 援 業 務 費

限度額

     6  ,  3  4  8 

 2  1  6  ,  7  6  8 

特 別 支 援 学 校 児 童 生 徒 送 迎 業 務 委 託 費    9  6  ,  7  9  2 

事 項 期 間

     6  ,  0  6  5 

消 防 指 令 シ ス テ ム 整 備 ・ 管 理 費  7  1  2  ,  9  0  5 

就 学 事 務 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費      6  ,  6  0  0 令 和 7 年 度

令 和 7 年 度



(単位：千円）

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 7 年 度
か ら

令 和 11 年 度
ま で

令 和 7 年 度
か ら

令 和 8 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 8 年 度
ま で

- 13 -

市 立 認 定 こ ど も 園 通 園 バ ス 運 行 業 務 委 託 費

事 項 期 間 限度額

     1  ,  7  3  6 

中 学 校 教 師 用 教 科 書 等 購 入 費    1  2  ,  6  1  1 

学 校 印 刷 機 器 定 期 定 額 利 用 料    9  5  ,  9  3  0 

新 統 合 中 学 校 基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 策 定 等 業 務 委 託 費    1  4  ,  3  9  9 

新 統 合 中 学 校 用 地 補 償 総 合 技 術 支 援 業 務 委 託 費    9  8  ,  0  7  2 

看 護 師 同 乗 タ ク シ ー 通 学 支 援 業 務 委 託 費

令 和 7 年 度

   3  1  ,  0  4  8 
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(単位：千円）

令 和 6 年 度
か ら

令 和 9 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 7 年 度
ま で

令 和 6 年 度
か ら

令 和 15 年 度
ま で

事 項 期 間 限度額

学 校 給 食 搬 送 等 業 務 委 託 費   2  3  2  ,  0  2  0 

児 童 ・ 生 徒 健 康 管 理 事 業 費       6  ,  2  7  0 

兵 庫 県 信 用 保 証 協 会 が
保 証 し た 三 田 市 中 小 企 業
融 資 に か か る 損 失 補 償

令和6年度に兵庫県信用保証協会の保証
により融資を受けた者が、令和6年度以降令
和15年度までに、当該協会に対して損失を
生ぜしめた場合における当該損失の額



(単位：千円）

同発行を含む)

 1 , 0  8  2 , 3  0  0コ ミ ュ ニ テ ィ 施 設 整 備 事 業 費

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 費     7 , 8  0  0

第　３　表　　　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

防 災 対 策 事 業 費     9 , 7  0  0

総 務 管 理 事 業 費   4  1 , 4  0  0

道 路 橋 梁 整 備 事 業 費 3  0  8 , 1  0  0

河 川 整 備 事 業 費   1  4 , 0  0  0

1 , 0  6  9 , 3  0  0都 市 計 画 事 業 費

  9  9 , 1  0  0

幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 費 5  5  8 , 3  0  0

借 換 債 2  5  8 , 4  0  0

計  4 , 3  3  4 , 7  0  0

中 学 校 施 設 整 備 事 業 費

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 費   7  4 , 4  0  0

- 15 -

政府資金については、その融

通条件により、銀行その他の

場合にはその債権者と協定

する。ただし、市財政の都合

により償還期間を短縮し、若

しくは繰上償還又は左記利率

の範囲内で借換え及び利率

の見直しをすることができる 。

（ただし、利率見直し方式

で借り入れる政府資金及

び地方公共団体金融機

構資金について、利率の

見直しを行った後におい

ては、当該見直し後の利

率)

年４．０％以内

（他の地方公
共団体との共

又 は
普 通 貸 借

証 券 発 行

農 業 施 設 整 備 事 業 費   3  2 , 9  0  0

社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 費   1  6 , 2  0  0

保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 費   3  4 , 3  0  0

清 掃 施 設 整 備 事 業 費 3  6  0 , 8  0  0

臨 時 財 政 対 策 債 1  0  8 , 0  0  0

住 宅 整 備 事 業 費

小 学 校 施 設 整 備 事 業 費   8  6 , 4  0  0

  1  0 , 1  0  0

消 防 施 設 整 備 事 業 費 1  6  3 , 2  0  0



 



 

 

特 別 会 計 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国  民  健  康  保  険  事  業  特  別  会  計  



 



議案第７号 

 

   令和６年度三田市国民健康保険事業特別会計予算                                   

 

 令和６年度三田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,559,600千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表  

債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､500,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり 

と定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流 

    用 

 

 

 

 

  令和６年２月１９日提出 

 

                                           三田市長 田 村  克 也   
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(単位：千円）

国 民 健 康 保 険 税 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費    2  2  ,  7  0  4 令 和 7 年 度

特 定 健 康 診 査 事 業 費

令 和 6 年 度

 9  6  5 

ま で

か ら
令 和 7 年 度

国 民 健 康 保 険 税 当 初 課 税 業 務 費

令 和 6 年 度

 6  8  8 か ら
令 和 7 年 度

ま で

 - 20 -

第　２　表　　　債　　務　　負　　担　　行　　為

事 項 期 間 限 度 額



                                                                 

                                                                 

                           

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                      

 

 

 

公  営  墓  地  整  備  事  業  特  別  会  計  



 



議案第８号 

 

   令和６年度三田市公営墓地整備事業特別会計予算                                   

 

 令和６年度三田市の公営墓地整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､20,000千円と定める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月１９日提出 

 

                                           三田市長 田 村  克 也 
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駐  車  場  事  業  特  別  会  計  



 



議案第９号 

 

   令和６年度三田市駐車場事業特別会計予算                                      

 

 令和６年度三田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,400千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､30,000千円と定める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月１９日提出 

 

                                           三田市長 田 村  克 也  
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介  護  保  険  事  業  特  別  会  計  



 



議案第１０号 

 

   令和６年度三田市介護保険事業特別会計予算                                     

 

 令和６年度三田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,432,400千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表  

債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､200,000千円と定める。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

  令和６年２月１９日提出 

 

                                            三田市長 田 村  克 也  
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(単位：千円）

介 護 保 険 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費    6  6  ,  4  1  6 令 和 ７ 年 度
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第　２　表　　　債　　務　　負　　担　　行　　為

事 項 期 間 限 度 額



                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                 

                                  

                                                                 

                                                                  

 

後  期  高  齢  者  医  療  事  業  特  別  会  計  

 



 



議案第１１号 

 

   令和６年度三田市後期高齢者医療事業特別会計予算                                  

 

 令和６年度三田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,944,300千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表  

債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､200,000千円と定める。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

  令和６年２月１９日提出 

 

                                            三田市長 田 村  克 也  
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(単位：千円）

後 期 高 齢 者 医 療 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 事 業 費     8  ,  1  5  1 令 和 7 年 度
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第　２　表　　　債　　務　　負　　担　　行　　為

事 項 期 間 限 度 額



 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

この冊子は再生紙を使用しています。 


